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連載
保健師助産師看護師法の改正と保健師教育の展望

｢国家資格としての保健師教育と基盤となる公衆衛生看護学の展望｣

聖路加看護大学看護学部 麻原きよみ

. はじめに

保健師助産師看護師法の改正と保健師教育の展望

の連載は今回で終了である。この連載を通して，保

健師教育のあり方を考えてきた。看護系大学の急増

に伴う保健師教育の問題に向き合い，対応を検討す

ることは，私たちが改めて「保健師とは何か」，「公

衆衛生看護学とは何か」を問い直し，明確化する過

程であったように思う。

ここでは，◯国家資格としての保健師，◯保健師

教育の展望，◯公衆衛生看護学の展望，について述

べたい。

. 国家資格としての保健師

現在，保健師の資格教育は約95が大学で行われ
ている。保健師教育に関する国の検討会から関係学

会・団体，各大学でのカリキュラム改正に関する検

討に至るまで，看護学には地域看護学が含まれるの

だから，看護師に加えて保健師国家試験受験資格が

与えられてしかるべきとする学問領域と資格取得の

基準に関する考え方が混在した議論に至ることが多

い。さらに，少子社会において大学での受験生獲得

競争が激化する中で，保健師資格が受験生獲得の

「手段」とみなされる場合もある。長年，保看統合

化カリキュラムを行ってきたことから，大学におい

ては保健師国家試験受験資格を「手放す」ことへの

抵抗が大きいのではないかと推察する。

しかしこれらの議論には，国家資格取得者が貢献

すべき国民の姿が見えない。国家資格とは，国家が

定めた特定の知識，技能の基準を満たしていること

を確認された上で（国家試験），国家によって与え

られるものであり，その国家とは国民の基本的人権

を保障し，国民の福祉の向上をめざすものである。

すなわち，国家資格とは国民の福祉に貢献するため

に国から与えられるものであり，保健師教育におい

てまず考えなければならないのは，国民のためにそ

の福祉に貢献できる国家資格者の教育ができるか否

かであると思う。混沌とした看護基礎教育に関する

議論の中で，最終的に合意が得られるとすれば，国

民のためにどのような保健師を育てるかの視点であ

ろう。看護学における専門領域の位置づけや大学存

続のための戦略では，決して合意は得られない。一

方で，実践現場で働く保健師にとっても，国家資格

のあることが保健師としてのアイデンティティを高

める要因となっているのである1)。

. 保健師教育の展望

保健師教育における技術項目と到達度に関する研

究2)を実施した際に，設定された質問内容の範囲を

超えて記載されたあまりにも多くのコメントを目に

し，教育機関の教員の保健師教育充実への叫びと現

場の保健師の失望と諦めを感じ取った。今までの連

載ですでに述べられてきたように，私は保健師教育

には，看護師教育修了後に 1年以上の教育が必要で
あることに異論はない。

現在，大学院で保健師資格をもつ学生，さらに保

健師経験のある学生を教育する中で，学生が保健師

に特徴とされる技術にとらわれ，物事の本質をとら

えようとしない姿に愕然とすることがある。たとえ

ば，特定の事業を「いかに実施するか」に焦点がそ

そがれ，「家庭訪問」，「グループ支援」といった支

援方法あるいは技術を「実施すること」が保健師の

専門性と学生が無意識に置き換えていると感じるこ

とがある。そのことでコミュニティの変化に応じて

活動する自由な発想が制約されてしまっている。こ

れからの保健師教育は，特に以下の能力の育成が必

要であり，そのためには大学院教育が必要であると

考える。

1) 根拠に基づく系統的実践能力を育成する

 物事の本質をつかむ

根拠をとらえるには，もととなる存在をとらえる

必要がある。現象の本質をとらえることで，支援対

象の状況に応じた効果的な保健師実践が可能とな

る。本質とは「その物事がそれ以外のものでないこ

とを示す根本的な性質（類語新辞典）」である。た

とえば，介護予防事業において「健康教育」や「健

康相談」技術が使われるかもしれないが，それらは
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必ずしもその事業の「根本的な性質」ではない。そ

の事業における本質とは，他の事業とは異なるその

事業以外にはあり得ない固有の特徴である。この事

業の場合は，「特定の町の65歳以上の人々が要介護
状態にならないように，健康を維持・増進する」と

いう事業の目的であり，それを具体化した目標であ

るだろう。事業の目的・目標さえつかめば，方法や

技術はコミュニティの実情に応じて多様な選択肢が

考えられる。また，個別事例において本質を捉える

ことも重要である。保健師の対象となる個人や家族

は多様で複雑な問題を抱えている場合が多い。また，

保健師の対象であるコミュニティは多面性をもち，

無数の要因が関連している。保健師には，対象とな

る人々の「問題は何か」，「本当の思いは何か」をつ

かむことのできる能力が必要である。「本質をつか

む」とは，共通するものと異なるものを見極める力

であり，自身の思い込みに基づく一面的視点に依存

することなく，多角的に捉えることのできる力であ

る。この能力はあらゆる保健師実践の基盤となる。

 現象を言語化する

言語化できる能力とは，自身の考えを言葉や文章

として的確に表現することができることである。そ

のためには，伝えたい内容が明確であること，すな

わち本質をつかんでいる必要があり，くわえて筋道

を立てて論理的に述べる技術が必要となる。

 科学的探究方法を身につける

専門職の行為には「根拠」が必要である。社会集

団を対象とする保健師は，事業という形態で公衆衛

生サービスを提供することが多く，個人・家族に対

応した時みられるような直接的効果は目に見えにく

い。しかし，社会集団を対象とし，結果の影響範囲

が大きいからこそ，効果が得られる確実性の高いエ

ビデンスのある事業計画・実施が必要である。保健

師は専門職として，エビデンスを探して吟味し，実

践に活用できる能力が必要と考える。また，これら

事業をきちんと評価して事業の修正および市民への

説明責任を果たす必要がある。事業は介入研究その

ものである。事業の効果をみるには研究方法に関す

る知識と実施できる基礎的能力が不可欠である。

2) 倫理的能力の育成

保健師活動は，住民や他の専門職など，多くの人

々との関係性の中で，人々の健康と福祉，安寧のた

めに行われる倫理的な活動である。日常実践の中で

保健師が直面する倫理的問題は臨床場面とは異なっ

た特徴をもつ場合が多く，とりわけ保健師の行うケ

アマネジメント技術は倫理的問題解決技術そのもの

である。倫理的問題は専門的知識だけでは対応でき

るものではなく，「倫理的に知り，見て，振り返り，

行動し，倫理的にある」能力が必要である3)。倫理

的な能力は専門職としての能力の発達過程で必然的

に現れ育成される能力ではないため，それを育成す

るための教育が必要となる3)。倫理的判断や行動

は，「保健師として何をすべきか」，「保健師とは何

か」という行動やあり方が基準となるため，倫理的

能力を育み，道徳的・倫理的視点を認識した活動と

研究の蓄積により，保健師個人においては保健師と

してのアイデンティティを育み，公衆衛生看護学と

しては専門職グループによって導かれた固有の道徳

的信念・態度・基準の明確化を促進することができ

る。さらに，社会集団を対象とする保健師活動は，

保健サービスを誰にどのように分配するのか，対象，

方法および内容等について，後に触れる政治哲学な

ど基盤となる考え方の理解が不可欠であると考える。

3) 柔軟性と創造力を育む

原理原則を踏まえて実践するならば，特定のもの

を除いて，対象の状況に応じて保健師実践は限りな

いやり方の可能性があるのではないだろうか。むし

ろ多様で複雑な側面をあわせ持つ個人・家族，社会

集団といった保健師の支援対象の状況に応じ，実践

方法をつくり出せることが，日々，変化し続ける対

象に対応することを可能にする。保健師には柔軟な

発想と創造力の育成が必要と考える。

4) これらの能力を育成するために

大学院生の教育経験を通して，これらの能力は短

期間で獲得できないと考えている。年単位のある程

度まとまった期間に集中し，日々，否応なしに現象

を定義し言語化することを求められ続けるプロセス

を通して育成されていくと考える。時限付きの中で

課題を達成することを通して，学生自身が設定する

知識許容と行動可能な範囲の限界を拡大することが

できると思う。また，このようなすべての能力の獲

得には，研究という科学的体系的な探求プロセスを

踏むことが最も有効な方法の一つと考える。さら

に，月単位のまとまった期間，学生が実践現場で，

自らの問題意識と目的を持ち，アセスメントから計

画・実施・評価まで一連の過程を，頭と体を使って

主体的に実践する実習が不可欠である。

一方，このような教育を行うためには，教員自身

が特定の技術や方法にとらわれることなく多角的に

現象を捉え，本質をつかみ，新たな知識や実践方法

を創造しようとする姿勢が必要なことは言うまでも

ない。

. 学問としての公衆衛生看護学の展望理論的

基盤の明確化と生成

公衆衛生がそうであるように，公衆衛生看護は学



935935第57巻 日本公衛誌 第10号2010年10月15日

問（science）であり実践方法（art）である。公衆
衛生看護学が学問であるためには，保健師実践を説

明する体系的な知識を構築する必要がある。従来，

保健師技術によって公衆衛生看護領域の範囲を定め

る場合が多く，それら技術相互を有機的に関連づけ

る理論的基盤は十分に明示されてこなかったように

思う。私は公衆衛生看護学の理論的基盤を明確にす

ることと，固有の理論基盤を生成することが必要だ

と考えている。次はその例である。

2010年米国公衆衛生学会年次集会のテーマは「社
会的公正，Social Justice」である。集会のHP上で
はこれを公衆衛生の「heart」であり「core value」
であるとしている。公衆衛生看護の基盤は公衆衛生

であり，対象は「社会集団」であり，その集団の

「すべての人々の健康を守り高める」ことをめざし

ている。では，さまざまな健康レベルにある多様な

社会集団の人々に対し，どのような基準に基づいて

公衆衛生サービスを提供したらよいのか。「社会的

公正」は公衆衛生実践のための原理の 1つであり，
ルールを示すものである。しかしこれには，何をも

って公正とするのか，その基盤となる考え方が必要

になる。いくつかの考え方（哲学）がある中で

Beauchampと Childress4)は，保健医療における公

正の原理について，保健医療といった人々が生涯必

要とする基本財は人々によって平等にアクセスでき

なければならないし（アクセスできる機会を平等に

保障する），分配はニーズに基づいて行われるとし

ている。これは公衆衛生サービス分配の基準を示す

とともに，「すべての人々が健康である社会」実現

のための条件でもある。社会的公正原理を導入し機

能させるのは，このような社会を実現するための手

段としての政治であり，公衆衛生は政治の一機能で

もある。このように，社会的公正原理とそれを実行

するための基盤となる考え方を公衆衛生看護の理論

的基盤とすることで，家庭訪問や健康相談，施策

化，ポピュレーションアプローチ，ハイリスクアプ

ローチなど個別の技術が実践原理に基づいて関連付

けて説明することができる。また，公衆衛生看護の

対象である社会集団の理解を容易にし，保健師技術

や活動の基盤が明確になることで，保健師自身およ

び他職種の保健師に対する理解が促進すると考え

る。さらに，公正の原理を用いれば，社会集団の人

々と保健師の協働が，サービス提供の結果に至る手

続きの公平性を示す手段としての意味から理解する

ことも可能になる。

看護学になじみのある看護理論で考えてみよう。

看護理論においては，人間，健康，環境（社会），

看護が主要概念であることは共通理解が得られてお

り，これら概念の相互の関連性を述べることで看護

現象が説明される。公衆衛生看護の特徴はその対

象にある。今まで，公衆衛生の対象である「社会集

団」は，「集団の特性を共有する人々」と定義され

ることが多かったように思う。しかし，たとえば社

会集団の構成員である人々を「自由で平等な互恵的

利益のために，政治的社会的にコミットメントする

公正な協働システムの構成員｣5)と定義すること

で，社会システムに関わり，義務と責任を有する能

動的な人格として「人々」を示すことができるだろ

う。そしてこのような定義に基づいて公衆衛生看護

を説明することで，社会システムとの関連から保健

師活動の理念や位置づけ，その特徴を示すことがで

きると考える。

公衆衛生看護学が学問として発展するためには，

公衆衛生看護実践の解明や効果に関する研究が促進

され，その知見を蓄積していくこと，および公衆衛

生看護に関する理論的基盤，理論生成について議論

を深めていく必要があると考える。

. おわりに

すべての人々が健康で幸せに生活できる社会の実

現のために，保健師が健康に関する不平等を的確に

アセスメントして対応し，施策に確実に反映する。

そして，社会集団の人々と他職種から信頼を得て，

公衆衛生の専門職として自信をもって活動していて

ほしい。これが私の夢である。それを夢で終わらせ

ることなく実現するために，今が保健師の質を担保

する基礎教育変革の時である。
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